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記 

１ 意見の募集期間 

  令和３年１１月２４日（水曜日）から令和３年１２月７日（火曜日）まで 

 

２ 提出方法 

  郵送、ファックス、ホームページまたは意見箱で御意見をお寄せください。 

（１）郵   送：〒９９０－８５７０ 山形市松波２－８－１ 

          山形県県土整備部河川課最上川流域治水推進室 

  （２）ファックス：０２３－６２５－３８６６ 

（３）ホームページ：パブリック・コメントの実施ページ末尾にある 

「お問い合わせフォーム」からお送りください。 

  （４）意 見 箱：県土整備部河川課最上川流域治水推進室、各総合支庁河川砂  

防課、各町建設担当課内に意見箱を設置予定ですので、そち

らに意見を提出することも可能です。 

 

３ 公表資料 

（１）パブリック・コメント実施概要 

（２）最上川水系置賜圏域河川整備計画（知事管理区間）（変更素案） 

（３）最上川水系置賜圏域河川整備計画（知事管理区間）（変更素案）新旧対比表 

（４）最上川水系村山圏域河川整備計画（知事管理区間）（変更素案） 

（５）最上川水系村山圏域河川整備計画（知事管理区間）（変更素案）新旧対比表 

（６）各河川 概要資料（住民公聴会資料）※ 

（７）意見提出様式 

※各総合支庁河川砂防課及び各町関係機関においては、対象河川の概要資料のみ縦覧できます 

 

一級河川最上川水系「置賜圏域河川整備計画」及び「村山圏域河川整備計画」 

変更素案に対する意見募集について 

 
河川法では、三つの目的である「治水」「利水」「環境」が総合的に達成できるよう、今後

の川づくりについて具体的に示す河川整備計画の策定が定められております。 

山形県では、令和元年 10月及び令和２年７月の豪雨により以下の河川で浸水被害が生じ

たことから、各々の河川の整備方針を「一級河川最上川水系置賜圏域河川整備計画」及び「一

級河川最上川水系村山圏域河川整備計画」に加える変更作業を進めています。 

この度、その変更素案を作成しましたので、この内容に関する県民の皆様の御意見を下記

によりお寄せください。お寄せいただいた御意見は、計画策定の参考とさせていただくとと

もに、意見に対する県の考え方を整理したうえで公表することとしております。 

なお、個々の御意見には直接回答いたしませんので、あらかじめ御了承願います。 

追加（変更）対象河川 

【置賜圏域】和田川（高畠町） 

【村山圏域】小鶴沢川（山辺町）、月布川（大江町）、古佐川（河北町）、 

五十沢川（大石田町） 
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 ４ 資料の閲覧方法 

次の方法で閲覧できます。 

関係機関 担当部署 実施内容 対象河川 

山形県 

県ホームページ 縦覧  

行政情報センター 縦覧  

各総合支庁総合案内窓口 縦覧  

県土整備部河川課 

最上川流域治水推進室 
縦覧・意見箱設置  

置賜総合支庁建設部 

河川砂防課 
縦覧・意見箱設置 和田川 

村山総合支庁建設部 

河川砂防課 
縦覧・意見箱設置 小鶴沢川 

村山総合支庁建設部 

西村山河川砂防課 
縦覧・意見箱設置 

月布川 

古佐川 

村山総合支庁建設部 

北村山河川砂防課 
縦覧・意見箱設置 五十沢川 

高畠町 建設課 縦覧・意見箱設置 和田川 

山辺町 建設課 縦覧・意見箱設置 小鶴沢川 

河北町 

都市整備課 縦覧・意見箱設置 

古佐川 
どんがホール、西里農村環境改善

センター、溝延研修センター、 

北谷地構造改善センター 

縦覧 

大江町 建設水道課 縦覧・意見箱設置 月布川 

大石田町 建設課 縦覧・意見箱設置 五十沢川   
 

５ その他 

（１）御意見をいただく様式は「意見提出様式」としますが、任意のものでも構

いません。その場合は、必ず住所、氏名及び連絡先（電話番号）を明記し

てください。また、ホームページから提出する場合は、お問い合わせフォ

ームの項目に従って御意見を提出してください。（御意見の内容以外は公表

しません。） 

（２）御意見は、日本語で提出してください。 

 

６ 問い合わせ先 

（計画全般に関すること） 

   山形県県土整備部河川課最上川流域治水推進室 電話０２３－６３０－２６１７ 

（和田川に関すること） 

置賜総合支庁建設部河川砂防課        電話０２３８－２６－６０８６ 

（小鶴沢川に関すること） 

村山総合支庁建設部河川砂防課        電話０２３－６２１－８２３２ 

（古佐川、月布川に関すること） 

村山総合支庁建設部西村山河川砂防課     電話０２３７－８６－８４１５ 

（五十沢川に関すること） 

村山総合支庁建設部北村山河川砂防課     電話０２３７－４７－８６８２  



 

一級河川最上川水系「置賜圏域河川整備計画」及び 

「村山圏域河川整備計画」の変更案についての意見 

氏名 

（ふりがな） 

住所 

（都道府県名） 

 
（市区町村以下） 
 

電話番号  E-MAIL  

職業  年齢  性別  

 

御意見をいただく前に、置賜圏域、村山圏域どちらの 

計画に対しての御意見か該当する方に○を記入願います。 

（両方に該当する場合は、どちらにも○を記入願います） 

 

御意見 

（ページ） （内容） 

  

（御意見の内容以外は公表いたしません） 

「意見提出様式」 

置賜 ・ 村山 


